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第一部 【企業情報】
 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第55期
第１四半期
連結累計期間

第56期
第１四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自  平成24年２月１日
至  平成24年４月30日

自  平成25年２月１日
至  平成25年４月30日

自  平成24年２月１日
至  平成25年１月31日

売上高 (千円) 16,294,798 18,890,242 53,571,196

経常利益 (千円) 1,202,956 1,385,628 1,474,987

四半期(当期)純利益 (千円) 1,126,699 1,227,255 1,149,573

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,205,126 1,563,133 1,418,355

純資産額 (千円) 10,991,581 12,616,293 11,203,555

総資産額 (千円) 30,093,235 34,330,369 28,388,637

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 45.57 49.65 46.50

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 36.5 36.7 39.5

(注) １  当社は、四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

  

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

  

  「第２  事業の状況」に記載の売上高、受注高等の金額には、消費税等は含まれておりません。

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、締結及び変更等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当グループが判断し

たものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（平成25年２月１日～平成25年４月30日）におけるわが国経済は、円

安の進行や政府の景気対策への期待感から株価が上昇する等、企業を取り巻く環境に明るい兆しが

見え始めたものの、実体経済への波及には時間を要すると見られ、依然として先行きの不透明な状況

で推移いたしました。

当ディスプレイ業界の事業環境につきましては、昨年後半から引き続き、小売業の店舗投資や企業

の販促投資が戻りつつあるものの、依然として厳しい価格競争が続いており、予断を許さない状況に

あります。

このような状況のもと当グループは、中期経営計画（平成24年１月期～平成26年１月期）に基づ

き、厳しい経営環境の中でも確実に利益を創出し、成長し続けるべく強靭な企業体質の構築を目指し

て経営改革に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は188億90百万円（前年同四半期比15.9％増）とな

り、営業利益は13億45百万円（前年同四半期比13.9％増）、経常利益は13億85百万円（前年同四半期

比15.2％増）、四半期純利益は12億27百万円（前年同四半期比8.9％増）となりました。

なお、当第１四半期連結累計期間の受注高は147億24百万円となりました。

 

報告セグメント等の業績は、次のとおりであります。

(a) 商業その他施設事業

商業その他施設事業においては、都市再開発に関連した大型プロジェクトやアミューズメント

施設の新改装需要を取り込んだため、売上高については前年同四半期に比べ堅調に推移いたしま

した。営業利益については、重点施策として引き続き利益管理の強化に取り組んでおりますが、人

件費削減を解消したこともあり、前年同四半期並みで推移いたしました。

この結果、商業その他施設事業の売上高は101億69百万円（前年同四半期比17.2％増）、営業利

益は４億52百万円（前年同四半期比0.9％減）となりました。
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(b) チェーンストア事業

チェーンストア事業においては、アパレル分野及び飲食店分野ともに、既存顧客の店舗投資を確

実に取り込むとともに、顧客ごとの業務特性に対する習熟度の向上に努めたため、売上高、利益と

もに前年同四半期に比べて堅調に推移いたしました。

この結果、チェーンストア事業の売上高は46億93百万円（前年同四半期比12.7％増）、営業利益

は２億49百万円（前年同四半期比38.2％増）となりました。

(c) 文化施設事業

文化施設事業においては、東日本大震災による計画の中止及び延期の影響が薄れ、持ち直しの動

きがみられたことにより、売上高、利益ともに前年同四半期に比べて堅調に推移いたしました。

この結果、文化施設事業の売上高は35億30百万円（前年同四半期比19.1％増）、営業利益は４億

74百万円（前年同四半期比19.9％増）となりました。

(d) その他

その他においては、所有不動産の賃貸管理業務は安定的であり、また、その他関係会社各社の収

益についても概ね堅調に推移いたしました。

この結果、その他の売上高は４億97百万円（前年同四半期比1.4％増）、営業利益は１億47百万

円（前年同四半期比1.3％減）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて20.9％増加し、343億30百万円となりました。これ

は、主に現金預金が23億40百万円、受取手形・完成工事未収入金等が39億20百万円それぞれ増加した

ことによるものであります。

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて26.4％増加し、217億14百万円となりました。これ

は、主に支払手形・工事未払金等が17億98百万円、短期借入金が26億10百万円それぞれ増加したこと

によるものであります。

純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて12.6％増加し、126億16百万円となりました。こ

れは、主に剰余金の配当を１億48百万円行ったものの、四半期純利益を12億27百万円計上したため、

利益剰余金が10億77百万円増加したことによるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんの

で、記載を省略しております。
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(4) 対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は、平成23年２月25日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者の在り方に関する基本方針（以下、「基本方針」といいます。）を決定するとともに、基本

方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みとして、当社株式の20％以上の取得行為（以下、「大規模買付行為」といいます。）へ

の対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入することを決議し、平成23年４月21日開催の第

53回定時株主総会にて承認されました。その概要については、以下のとおりであります。

①  基本方針の内容

当グループは、「より良い空間創造を通じて豊かな社会と生活の実現に貢献する」ことを経営

理念とし、人と人、人とモノ、人と情報が行き交う空間を「社会交流空間」ととらえ、空間やメディ

アを有効活用し、魅力ある「社会交流空間」の創造を事業として、創業以来発展をしてまいりまし

た。

現在では、百貨店やショッピングセンター、各種専門店等の商業施設をはじめ、博物館や美術館、

企業ショールーム等の恒久展示施設、博覧会や各種イベントといった短期展示施設、さらにはオ

フィスやシネマコンプレックス、ボウリング場等のアミューズメント施設まで、幅広い空間づくり

を事業領域としております。

当グループは、事業領域を拡大する過程において、上記に掲げる各種施設の調査、研究、企画、設

計、施工、監理及びこれらに関連する事業活動に関する経営ノウハウを着実に積み重ね、「空間づ

くりの問題解決力、実現力」を向上させるとともに、株主や従業員、さらには委託先、取引先等の各

ステークホルダーとの間に、長期にわたり強固な信頼関係を構築してまいりました。

これら「空間づくりの問題解決力、実現力」及び「各ステークホルダーとの強固な信頼関係」

は、当グループの中長期的な成長を支える基盤であり、まさに企業価値を生み出す源泉であると考

えております。

当社取締役会としましては、当社が上場会社として株式の流通を市場に委ねている以上、会社を

支配する者の在り方は最終的には株主の多数意見によって決定されるべきものと認識しており、

会社の経営権の異動を伴うような提案をただちに否定するものではありません。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為等を実施する者の中には、当グループの事業特性を

十分に把握せず、上記に掲げる企業価値を生み出す源泉となる部分を軽視し、中長期的に見て当グ

ループの企業価値を毀損するおそれのある提案がなされる場合も想定されます。

当社取締役会は、株主共同の利益及び中長期的な企業価値を保全する観点から、このような提案

を行う者は当社の経営を支配する者として不適当であると認識しており、当該提案を受けた場合、

適宜適切な対応を行ってまいる所存であります。

②  本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み）

ⅰ  本プラン導入の目的

本プランは、上記①に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものであります。

当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様が適切な判断を行うための

必要かつ十分な情報及び時間を確保すること及び大規模買付者と交渉を行うこと等により、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。
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ⅱ  本プランの概要

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われるに当たり、株主の皆様が適切な判

断を行うための必要かつ十分な情報及び時間を確保する目的から、当社取締役会が定める大

規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社が取りうる対抗措

置から構成されております。当社取締役会は、大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求

め、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合及び遵守した場合につき一定の対応

方針を定め、必要に応じて新株予約権の無償割当て等による対抗措置を決議いたします。

また、当社は、当社取締役会による判断の客観性を担保する観点から、当社と独立した立場

にある社外監査役又は社外の有識者で構成される独立委員会を設置することとし、当社取締

役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の是非を決定するものとい

たします。

なお、独立委員会は、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なうと認められる買付行為に該当するか否かが検討課題となっている場合に対抗措置を

発動すべき旨勧告する際、当該対抗措置の発動に関して株主意思確認のための株主総会（以

下「株主意思確認総会」といいます。）の承認を得るべき旨の留保を付すことができるもの

となっております。

当社取締役会は、対抗措置の発動に関して、独立委員会があらかじめ対抗措置の発動に関し

て株主意思確認総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、又は当該大規模買付行為が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる買付行為に該当するか否

かが検討課題となっており、かつ、株主意思確認総会の開催に要する時間等を勘案した上、取

締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する場合には、株主

意思確認総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認することができる

ものとなっております。

③  本プランに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

当社取締役会は、以下の理由により、本プランが上記①の基本方針に沿い、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的としている

ものではないと判断しております。

ⅰ  買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株

主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則）

をすべて充足しております。また、本プランは、企業価値研究会が平成20年６月30日に発表し

た「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を勘案した内容となっておりま

す。

ⅱ  株主共同の利益の確保・向上を目的としていること

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大規模買

付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のため

に大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を確保し、向上させることを目的に導入するものであります。

ⅲ  株主意思を尊重していること

本プランは、平成23年４月21日開催の第53回定時株主総会において株主の皆様のご承認を

いただいております。

また、一定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会が

株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっておりま

す。
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なお、本プランの有効期間は、平成26年の当社定時株主総会終結の時までと設定されており

ますが、その時点までに当社株主総会において本プランを変更又は廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランは当該決議に従い変更又は廃止されることとなり、株主の皆様の意向

を反映することが可能なものとなっております。

ⅳ  独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のため

に本プランの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置い

たします。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外監査役又は社外

の有識者から選任される委員３名以上により構成されます。

また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主の皆様に情報を開示することとし、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕

組みを確保しております。

ⅴ  第三者専門家の意見の取得

本プランにおいて独立委員会は、大規模買付者が出現すると、当社の費用で、独立した第三

者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家

等）の助言を受けることができるとしております。これにより、独立委員会による判断の公正

さ及び客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

ⅵ  デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止するこ

とが可能なものとなっております。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありま

せん。

また、当社は取締役の期差選任を行っていないため、本プランはスローハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間

を要する買収防衛策）でもありません。

   

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

  

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、文化施設事業の受注実績及び手持実績が著しく増加してお

ります。これは、主に東日本大震災による計画の中止及び延期の影響が薄れ、持ち直しの動きがみら

れたことによるものであり、文化施設事業の当第１四半期連結累計期間の受注実績は36億12百万円

（前年同四半期比309.4％増）、手持実績は63億89百万円（前年同四半期比145.8％増）であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,000,000

計 96,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年６月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,832,85724,832,857
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
1,000株

計 24,832,85724,832,857― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年２月１日～
平成25年４月30日

― 24,832,857 ― 4,026,750 ― 4,024,840

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成25年１月31日の株主名簿により記載してお

ります。

① 【発行済株式】

 平成25年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
普通株式      112,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   24,497,000 24,497 ―

単元未満株式 普通株式      223,857 ― ―

発行済株式総数 24,832,857 ― ―

総株主の議決権 ― 24,497 ―

（注）１  「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権６個)含まれ 

ております。 

２  「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 平成25年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社丹青社

東京都台東区上野
５－２－２

112,000 ― 112,000 0.45

計 ― 112,000 ― 112,000 0.45

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準

じて記載しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年２

月１日から平成25年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年２月１日から平成25年４

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビュー

を受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年４月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,498,041 6,838,838

受取手形・完成工事未収入金等 7,154,704 11,074,901

未成工事支出金等 5,807,998 5,157,129

その他 452,167 357,184

貸倒引当金 △1,591 △13,756

流動資産合計 17,911,319 23,414,297

固定資産

有形固定資産

土地 4,453,001 4,453,001

その他（純額） 1,443,179 1,432,953

有形固定資産合計 5,896,180 5,885,954

無形固定資産 471,284 449,439

投資その他の資産

その他 4,298,622 4,811,527

貸倒引当金 △188,770 △230,849

投資その他の資産合計 4,109,852 4,580,677

固定資産合計 10,477,317 10,916,071

資産合計 28,388,637 34,330,369
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,497,398 8,296,292

短期借入金 ※２
 1,814,239

※２
 4,424,660

未成工事受入金 1,688,945 2,544,829

賞与引当金 467,029 803,367

その他の引当金 301,443 232,725

その他 2,104,229 1,727,303

流動負債合計 12,873,285 18,029,179

固定負債

社債 1,400,000 850,000

長期借入金 ※２
 1,866,000

※２
 1,581,000

引当金 95,547 98,755

その他 950,249 1,155,139

固定負債合計 4,311,796 3,684,895

負債合計 17,185,082 21,714,075

純資産の部

株主資本

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,840 4,024,840

利益剰余金 2,716,059 3,793,114

自己株式 △43,911 △44,107

株主資本合計 10,723,738 11,800,598

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 480,683 799,354

為替換算調整勘定 △867 16,340

その他の包括利益累計額合計 479,816 815,694

純資産合計 11,203,555 12,616,293

負債純資産合計 28,388,637 34,330,369
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年４月30日)

売上高 16,294,798 18,890,242

売上原価 13,708,390 15,858,913

売上総利益 2,586,407 3,031,329

販売費及び一般管理費 1,404,701 1,685,487

営業利益 1,181,705 1,345,841

営業外収益

仕入割引 17,046 18,291

為替差益 14,748 21,839

その他 15,908 20,844

営業外収益合計 47,702 60,975

営業外費用

支払利息 21,238 15,570

その他 5,213 5,617

営業外費用合計 26,451 21,188

経常利益 1,202,956 1,385,628

特別利益

投資有価証券売却益 5,551 1,316

特別利益合計 5,551 1,316

特別損失

投資有価証券評価損 49 18

固定資産除却損 1,527 －

ゴルフ会員権評価損 1,400 －

特別損失合計 2,976 18

税金等調整前四半期純利益 1,205,530 1,386,927

法人税、住民税及び事業税 71,199 115,239

法人税等調整額 7,632 44,432

法人税等合計 78,831 159,672

少数株主損益調整前四半期純利益 1,126,699 1,227,255

四半期純利益 1,126,699 1,227,255
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,126,699 1,227,255

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 67,117 318,670

為替換算調整勘定 11,310 17,207

その他の包括利益合計 78,427 335,878

四半期包括利益 1,205,126 1,563,133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,205,126 1,563,133
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【会計方針の変更】

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年２

月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更して

おります。

これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  １  偶発債務（保証債務）は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(平成25年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年４月30日)

呉エス・アンド・エス㈱ 4,000千円 4,000千円
  ＰＦＩ事業を営む同社（当社出資会社）と金融機関との間で締結した優先貸付契約に基づく同社の金融機関
からの借入金について一切の債務を担保するため、劣後貸付債権根譲渡担保権設定契約を締結しております。 

   

※２  財務制限条項

前連結会計年度（平成25年１月31日）

  当社子会社である合同会社丹青ビルマネジメントが平成21年３月13日（㈱みずほ銀行）に

締結した金銭消費貸借契約の借入金残高1,326,000千円には下記の財務制限条項が付されてお

り、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があ

ります。

①  合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決

算期（四半期決算は除く）において２期連続して赤字のとき。

②  合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各

決算期（四半期決算は除く）において同社の設立時における資本金の70％を下回ったと

き、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期（四半期決算は

除く）において平成21年１月期の金額の70％を下回ったとき。

  

当第１四半期連結会計期間（平成25年４月30日）

  当社子会社である合同会社丹青ビルマネジメントが平成21年３月13日（㈱みずほ銀行）に

締結した金銭消費貸借契約の借入金残高1,281,000千円には下記の財務制限条項が付されてお

り、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があ

ります。

①  合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決

算期（四半期決算は除く）において２期連続して赤字のとき。

②  合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各

決算期（四半期決算は除く）において同社の設立時における資本金の70％を下回ったと

き、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期（四半期決算は

除く）において平成21年１月期の金額の70％を下回ったとき。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の

とおりであります。  

  

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年２月１日
至  平成24年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年２月１日
至  平成25年４月30日)

減価償却費 38,261千円 61,022千円

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年２月１日  至  平成24年４月30日）

１  配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年４月19日
定時株主総会

普通株式 98,911 4.00平成24年１月31日平成24年４月20日利益剰余金

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結

会計期間の末日後となるもの

 

該当事項はありません。

  

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年２月１日  至  平成25年４月30日）

１  配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月23日
定時株主総会

普通株式 148,324 6.00平成25年１月31日平成25年４月24日利益剰余金

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結

会計期間の末日後となるもの

 

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年２月１日  至  平成24年４月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

商業その他
施設事業

チェーン
ストア事業

文化施設
事業

計

売上高         

(1)外部顧客への
売上高 8,677,6724,162,8422,963,67315,804,188490,60916,294,798─ 16,294,798

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

607 ─ ─ 607 532,831533,439△533,439 ─

計 8,678,2804,162,8422,963,67315,804,7961,023,44016,828,237△533,43916,294,798

セグメント利益 456,342180,227396,0311,032,602149,6141,182,216△5111,181,705

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商業施設の運営・管理、事務

器等のレンタル・販売、労働者の派遣、不動産の賃貸・管理等の事業を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額△511千円は、セグメント間取引消去額であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年２月１日  至  平成25年４月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

商業その他
施設事業

チェーン
ストア事業

文化施設
事業

計

売上高         

(1)外部顧客への
売上高 10,169,1464,693,5083,530,24418,392,899497,34318,890,242─ 18,890,242

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

5,501 ─ ─ 5,501596,263601,765△601,765 ─

計 10,174,6484,693,5083,530,24418,398,4011,093,60619,492,008△601,76518,890,242

セグメント利益 452,394249,000474,8171,176,212147,7411,323,95421,8861,345,841

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商業施設の運営・管理、事務

器等のレンタル・販売、労働者の派遣、不動産の賃貸・管理等の事業を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額21,886千円は、セグメント間取引消去額であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年２月１日
至  平成24年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年２月１日
至  平成25年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額             （円） 45.57 49.65

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額                  （千円）1,126,699 1,227,255

普通株主に帰属しない金額          （千円） ─ ─

普通株式に係る四半期純利益金額    （千円） 1,126,699 1,227,255

普通株式の期中平均株式数           （株） 24,726,716 24,720,502

（注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社丹青社(E00208)

四半期報告書

18/20



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成25年６月４日

株式会社丹青社

取締役会  御中

 

  

  

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中  井  新太郎    ㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山  田      円    ㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
株式会社丹青社の平成25年２月１日から平成26年１月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間（平成25年２月１日から平成25年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年２月１日か
ら平成25年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丹青社及び連結子会社の平
成25年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以  上
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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